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第１章

本計画は、人口減少と高齢化の更なる進展による交通需要の変化や、グローバル化や

国土強靭化などの新たな社会・経済の要請に応えるとともに、総合交通体系の基盤とし

ての道路の役割強化や、ICT※等の進展を見据え、「誰もが安全で快適に移動できる社

会」の実現に向けて、２０年先のぐんまの将来を見据えた広域的な道路交通の方向性を

定め、今後の計画的な道路整備・管理や道路交通マネジメント等の基本計画となるもの

です。

また、本計画は、群馬県県土整備分野の最上位計画である「ぐんま・県土整備プラン

2020」と「関東ブロック 新広域道路交通ビジョン・新広域道路交通計画」とを踏まえ、

策定したものです。

なお、この計画は高速道路、国管理道路、県管理道路など広域的な道路ネットワーク

に必要な道路を対象としています。

『２０２２年（令和４年度）から２０４１年（令和２３年度）までの２０か年計画』

概ね中間年で見直しを行うことを基本とします。

社会経済情勢の変動や首都圏広域地方計画、社会資本整備重点計画等の各種中長期計画

の改定、上位計画の「関東ブロック 新広域道路交通ビジョン・計画」や「ぐんま・県土

整備プラン2020」、関連計画となる「交通まちづくり戦略」等の見直し状況を踏まえ、

適宜フォローアップを行う中で、本計画の見直しについても必要に応じて柔軟に実施する

ものとします。

計画の期間1-２

計画の柔軟な見直し1-３

2018年（平成30年）3月30日に成立、同月31日に公布された「道路法等の一部を改

正する法律」（平成30年法律第6号）により、平常時・災害時を問わない安定的な輸送を

確保するため、国土交通大臣が物流上重要な道路輸送網を指定する「重要物流道路制度」

が創設されました。

重要物流道路等の指定にあたっては、新たな国土構造の形成、グローバル化、国土強靭

化等の新たな社会・経済の要請に応えるとともに、総合交通体系の基盤としての道路の役

割強化やICT・自動運転等の技術の進展を見据えた、新たな広域道路ネットワーク等を幅

広く検討した上で、効果的に指定する必要があることとされています。

このため、重要物流道路制度を契機として、20年先の群馬県が目指す将来像を見据え

た広域的な道路交通の今後の方向性を定め、今後の計画的な道路整備・管理や道路交通マ

ネジメント等を推進するため、策定するものです。

計画の背景と目的1-１



地域の優れた特性や現状と課題を解決
するための主な取り組み方針を示し、
計画期間内に実施する主要事業と完成
年度等を明示

• 「災害に強く、安定した経済活動が可能な群馬県」
• 誰もが安全・快適に移動でき、人と人、人と地域のつながりを生み出す群馬県
• 地域に愛着や誇りを持ち、良好な社会環境のもとで持続的に暮らせる群馬県

本計画の位置付け1-４
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新・群馬県総合計画（2020年（令和2年）10月策定）

ぐんま・県土整備プラン２０２０（2020年（令和2年）12月改定）

２０４０年に
目指す将来像

政 策 体 系

地域計画編

群馬県広域道路交通計画 2022-2041

20年先の群馬の将来を見据えた広域的な道路交通の方向性

群馬県道路整備アクションプログラム
2020-2029

今後10年間の具体的な道路整備の進め方

国・県・市町村が実施する道路整備を今後
10年間でどのように進めていくかを具体的
に示したもの

（2021年（令和3年）3月策定）
ぐんま・
県土整備
プラン

２０２０

を
ベースに

策定

年齢や性別、国籍、障害の有無等にかかわらず、
すべての県民が、誰一人取り残されることなく、
自ら思い描く人生を生き、
幸福を実感できる自立分散型の社会

群馬県が目指す2040年の姿

広域道路交通の基本構想
（ビジョン）

広域道路交通の基本計画
（計画）

・地域の現状と将来像
・将来像の実現に向けた課題と課題解決に向けた方向性
・広域的な道路交通の基本方針と政策・施策

・広域道路ネットワーク計画
・交通、防災拠点計画
・ICT交通マネジメント計画

社会資本の整備と維持管理の担い手の確保・育成

各種関連計画

◆ 群馬県交通まちづくり戦略

◆ 群馬県緊急輸送道路ネットワーク計画

◆ 群馬県国土強靭化地域計画

◆ 県土整備プランＤＸアクション

◆ 防災・減災、国土強靭化に向けた道路の
５ヵ年対策プログラム【関東ブロック版】など

関東ブロック 新広域道路交通計画

反映

整合

政策１ 災害レジリエンスＮｏ.１の実現 政策２ 持続可能で効率的なメンテナンス

政策３ 多様な移動手段の確保 政策４ 住み続けられるまちづくり

政策５ 美しく良好な環境の保全

計画の推進に当たって

－３－

ビジョン（20年） 基本計画（10年） ビジョン実現に向けた7つの政策の柱

• 医療提供体制の強化

• 県民総活躍社会の実現

• 地域経済循環の形成• 行政と教育のＤＸの推進

• 官民共創コミュニティの育成

• 教育イノベーションの推進と
「始動人」の活躍

• 災害レジリエンスNo.1の実現



今後10年間の政策の方向性

｢ぐんま・県土整備プラン２０２０｣とは
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上位計画：「ぐんま・県土整備プラン2020」の概要

政策１
災害レジリエンスＮｏ.１の実現 施策１ 緊急水害アクション（３か年緊急レジリエンス戦略）

施策２ 重点水害アクション（５か年重点レジリエンス戦略）

施策３ 防災インフラの整備（中長期レジリエンス戦略）

施策４ 避難のサポート（中長期レジリエンス戦略）

政策２
持続可能で効率的なメンテナンス

施策１ 予防保全に基づく長寿命化

施策２ 効率的な維持管理

政策３
多様な移動手段の確保

施策１ 公共交通網の整備・維持

施策２ 自動車交通網の整備

施策３ 歩行者・自転車の安全な移動空間の整備

政策４
住み続けられるまちづくり

施策１ 適正な土地利用によるまちのまとまりの維持

施策２ 良好なまち並みと快適な住まいづくり

政策５
美しく良好な環境の保全

施策１ 豊かで美しい自然環境の保全・再生

施策２ 健全な水循環の維持・回復

施策３ 地球温暖化対策の推進

社会資本の整備と
維持管理の担い手の確保・育成

方策１ 建設産業の働き方改革

方策２ 建設現場の生産性向上

方策３ 建設産業の魅力の発信

2040年に目指す将来像の実現に向けて、道路や河川、砂防施設、県立公園、下水道、県営住宅など、社会資
本の整備や維持管理を「どのような考え方で、どのように進めていくか」を示す県土整備分野の最上位計画

【計画の期間】
令和2年度（2020年）から令和11年度（2029年）までの10か年計画

２０４０年に目指す将来像

• 「災害に強く、安定した経済活動が可能な群馬県」

• 誰もが安全・快適に移動でき、人と人、人と地域のつながりを生み出す群馬県

• 地域に愛着や誇りを持ち、良好な社会環境のもとで持続的に暮らせる群馬県

将来像の実現に向けた「新たな視点」

◆ 2050年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣言」

◆ 群馬・気象災害非常事態宣言

◆ ぐんまSDGsイニシアティブ

～SDGs先進県に向けた決意宣言～

計画の推進に当たって

方策１ 選択と集中による効率的・効果的な事業の推進

方策２ 社会資本のストック効果の最大化

方策３ 県民等とのパートナーシップの強化

方策４ Society5.0の実現に向けたDXの推進

方策５ わかりやすい情報発信による県土整備行政の見える化

方策６ 県土整備プランを実効性のあるものとするために

－４－
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コ ラ ム
2050年に向けた｢ぐんま５つのゼロ宣言｣・
「群馬・気象災害非常事態宣言」

 2050年に向けた｢ぐんま５つのゼロ宣言｣における、【宣言１】自然災害による死者｢ゼ

ロ｣・【宣言２】温室効果ガス排出量｢ゼロ｣・【宣言３】災害時の停電｢ゼロ｣・【宣言４】プ

ラスチックごみ｢ゼロ｣や、｢群馬・気象災害非常事態宣言｣を踏まえ、気象災害の新たな脅威

にしっかりと対応できる「災害レジリエンスNo.1｣の実現に向け、ハード・ソフトが一体と

なった防災・減災対策を進めています。

出典：ぐんま・県土整備プラン2020

2050年に向けた「ぐんま５つのゼロ宣言」・「群馬・気象災害非常事態宣言」
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主要な関連計画：群馬県交通まちづくり戦略 注

① 計画概要

新たなモビリティのイメージ

2040年の県内人口予測

【凡例】
●︓30万都市の核
●︓10万都市の核
●︓10万未満の副次核
■︓10万⼈都市の核まで30分圏
■︓10万⼈都市の核まで60分圏
■︓10万⼈都市の核まで90分圏
︓広域⽣活圏

上段⼈⼝︓2015年国調
下段⼈⼝︓2040年推計

（１）交通まちづくり戦略（群馬県地域公共交通計画）とは

20年後（2042年）の目指すべき将来像の実現に向け、まちづくりと連携した公共交通のあるべき姿

を描き、公共交通とまちづくり、それぞれが担うべき役割や取組の方向性を明らかにするものです。

（２）計画策定の背景（計画見直しのポイント）

新・総合計画ビジョンに示される、「ニューノーマル」、「DX※」、「2050年５つのゼロ宣言（自

然災害死者『ゼロ』、温室効果ガス排出量『ゼロ』 等）」や移動手段の技術革新などの公共交通を取り

巻く環境の変化を踏まえた戦略の見直しが必要となったため、交通まちづくり戦略の見直しを行います。

（３）計画対象区域

県内全域。（まちづくりと一体となった計画とするため、都市計画区域マスタープランと同様に４つ

の広域圏に分けて策定）

（４）計画期間

令和５年度（2023年）から、令和９年度（2027年）までの５年間計画。[20年後を展望]

② 目指すべき将来像

（１）県土形成（都市構造）の観点からの展望

・快疎な空間の形成、広域生活圏※内外を連携する広域的な交通軸の確保

（２）移動手段の技術革新の観点からの展望

・移動手段の技術革新（ＣＡＳＥ）、移動スタイルと交通システムの変革

（３）暮らしやすさの観点からの展望

・日常生活を取り巻くあらゆる分野でのＤＸが進展

・多様な暮らし方・住まい方が実現

③ まちづくりと連携した公共交通のあるべき姿

（１）人口予測と広域生活圏

本県において、人口減少が顕著となる20年後を展望す

ると、多くの市町村が人口10万人を下回り、既存の都市

機能を維持することが困難になることが想定されます。

人口減少社会にあっても、持続的かつ快適に住み続け

るためには、デジタル技術を活用した都市的サービスの

補完(DX)を前提とした都市経営・まちづくりが必要に

なってくると想定されます。

そのためには、市町村界に拘らない人の行動範囲に着

目した広域生活圏を形成し、デジタル技術（遠隔医療・

テレワーク等）を活用しつつも、デジタル技術では担え

ない必要な都市機能を享受するためには、広域生活圏の

各拠点への都市機能の集約化とアクセスの確保を図るこ

とが必要と考えられます。

注 令和４年度中に策定予定の「群馬県交通まちづくり戦略」の内容を掲載しています。
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（２）拠点の設定

将来にわたり公共交通を維持・確保するべきエリアや路線を明らかにするため、人の動きや人口の集中量の

データ等に基づき、地域における各拠点を広域生活圏※毎に設定します。また、本計画における拠点は、今後、

まちづくり・人口集積等の取組みを進めていく上で、公共交通の確保が特に求められるエリアを設定します。

拠点には階層性があり、一般的に人は低次の都市機能で満たされない場合には、高次の都市機能を求めて移

動します。高次の都市機能の提供を持続可能にするためには、商圏として成り立つような人口集積が求められ

ています。

拠点の階層性

高次

低次

高次

低次

拠点の
立地機能

生活者はより
高次の機能を
求めて”流下”

拠点の区分と考え方

“流域”

出典：平成28年群馬県パーソントリップ調査報告書

4次メッシュ別での全目的でのトリップの集中状況

（３）公共交通ネットワーク（軸）の設定

広域的に「幹」となる交通軸を将来にわたり、維持・確保すべきエリアや路線を明らかにするため、先に設

定された拠点や広域生活圏相互間の結びつきを把握したうえで、幹線ネットワークを設定します。

区分 拠点の考え方
都市
機能

中枢
拠点

• 人の移動や人口の集中量が非常に多い主要拠点が近接して集まっている地区
• 県外との広域連携拠点として重要な役割を担っている都市計画区域マスター

プランにおいて、高ランクの拠点（中枢拠点）として位置付けられている地区
（例：前橋駅や高崎駅の周辺など、県の中枢的機能を有する地区）

主要
拠点

• 人の移動や人口の集中量が非常に多く、商業、業務、教育、文化、医療、行政、産
業、観光等の広域的なまちの機能が複数集積している地区
（例：主要駅や市役所周辺など、まちの機能が複数集積している地区）

地域
拠点

• 商業、業務、観光等の特定のまちの機能が多い地区
（例：町村役場周辺や大型商業施設、主要観光地など、特定のまちの機能が多

い地区）

注 令和４年度中に策定予定の「群馬県交通まちづくり戦略」の内容を掲載しています。
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区

分
幹線の特性

基
幹
幹
線

• 広域生活圏※相互間を連絡し、一定の信頼性をもち、
高いサービス水準で結ぶ県の基幹交通軸となる公
共交通路線

主
要
幹
線

• 主要拠点間を連絡するなど、広域生活圏内の幹とな
る公共交通路線

• 広域生活圏内の需要を集約し、一定水準の移動サー
ビスを確保すべき路線

• 自治体中心部や著名な観光地を結び、県民生活や来
訪者の広域的な交流を中心的に支える路線

補
助
幹
線

• 主要幹線を補完し、主要拠点と地域拠点を連絡する
公共交通路線

• 主要幹線には満たないが、県民生活を支える上で重
要な公共交通路線

• 交通結節点への連絡路線

幹線毎の特性

人口規模に応じた交通体系と沿線土地利用

注 基幹交通軸と地域内交通を適切に連動させ、基幹交通軸に沿った人口集約を行う考え方

注

④ 将来像の実現に向けた基本方針

【基本方針２】

【基本方針１】

【基本方針３】

【基本方針４】

【基本方針５】

ＤＸ※・新技術導入による公共交通サービスの効率化・高度化

ニューノーマルにも対応した安全・快適で持続可能な公共交通サービスの確保・維持

交通まちづくり分野の脱炭素化の推進【ＧＸ】

まちづくりと連携した基幹公共交通軸の確保・維持（市町村域を越える広域的な公共交通）

まちづくりと連携した地域的な暮らしの足の確保・維持（市町村内における多様な移動手段）

幹線ネットワークを描くにあたっては、以下の考え方に基づき、路線を選定します。

補助幹線

デマンド

自家用有償旅客輸送

基幹幹線

主要幹線

出典：早稲田大学 森本教授
提供資料を一部加工

1. 高崎・前橋を核とした、放射状ネットワークの構築

（高次の都市機能を有する高崎・前橋へのアクセスは将来的にも重要）

2. 移動需要を踏まえて、先に設定した拠点を効率的にカバーできる路線を選定 【拠点カバー率：約９割】

3. 市町村の中心的機能を有する市町村役場（一部支所を含む）を結ぶ路線を選定

4. 県外からの需要の多い観光地への路線を選定

公共交通の幹線ネットワーク図

注 令和４年度中に策定予定の「群馬県交通まちづくり戦略」の内容を掲載しています。


